
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号

関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
令

内
閣
は
、
財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条
　
関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
は
、
財
務
省
設
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
第
十
六
条
、
不
当
廉
売
関

税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
第
二
十
条
、
緊
急
関
税
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政

令
第
四
百
十
七
号
）
第
十
二
条
、
報
復
関
税
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
八
号
）
第
二
条
、
経

済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
十
六
号
）
第
六
条
及
び
経
済

連
携
協
定
に
基
づ
く
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権

限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
第
六
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
相
殺
関
税
等
に
関
す
る
事
項
」
と
い
う
。
）
を

処
理
す
る
。

（
組
織
）

第
二
条
　
審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２
　
審
議
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
等
の
任
命
）

第
三
条
　
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
財
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

２
　
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
財
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
四
条
　
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
　
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
専
門
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。

５
　
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
五
条
　
審
議
会
に
、
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
分
科
会
）

第
六
条
　
審
議
会
に
、
次
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
く
。

関
税
分
科
会

外
国
為
替
等
分
科
会

２
　
関
税
分
科
会
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
関
税
率
の
改
正
そ
の
他
の
関
税
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

二
　
相
殺
関
税
等
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

３
　
外
国
為
替
等
分
科
会
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
外
国
為
替
又
は
対
内
直
接
投
資
等
、
特
定
取
得
若
し
く
は
技
術
導
入
契
約
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議

す
る
こ
と
。

二
　
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に

属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

４
　
分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
財
務
大
臣
が
指
名
す
る
。

５
　
分
科
会
に
、
分
科
会
長
を
置
き
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

６
　
分
科
会
長
は
、
当
該
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

７
　
分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
分
科
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
分
科
会
長
が
あ

ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

８
　
審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
部
会
）

第
七
条
　
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
当
該
分
科
会
長
が
指
名
す
る
。

３
　
部
会
に
、
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
当
該
分
科
会
長
が
指
名
す
る
。

４
　
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
及
び
臨
時
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ

め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６
　
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
当
該
分
科
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
幹
事
）

第
八
条
　
審
議
会
に
、
幹
事
を
置
く
。

２
　
幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
（
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
を
含
む
。
）
の
職
員

の
う
ち
か
ら
、
財
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

３
　
幹
事
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
（
同
項
に
規
定
す
る

事
務
に
あ
っ
て
は
、
対
内
直
接
投
資
等
、
特
定
取
得
又
は
技
術
導
入
契
約
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
を
補
佐
す
る
。

４
　
幹
事
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
議
事
）

第
九
条
　
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を

開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、

可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
十
条
　
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に

対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
十
一
条
　
審
議
会
の
庶
務
は
、
財
務
省
関
税
局
関
税
課
及
び
財
務
省
国
際
局
調
査
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
理
す
る
事
項
が
外
国
為
替
に
関
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
諮
問
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
経
済
産
業
省
貿
易
経
済
安
全
保
障
局
総
務
課
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
二
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会

長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
政
令
は
、
関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
六

号
）
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
六

号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
五
日
政
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
八
日
政
令
第
一
九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
七

号
に
規
定
す
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
日
政
令
第
一
一
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
二
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
二
五
日
政
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包

括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
五
日
政
令
第
一
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
四
日
政
令
第
一
九
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
十
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
一
日
政
令
第
二
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
二
八
日
政
令
第
二
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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